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３．福祉のまちづくりにおける今後の課題

東 京 都 に お け る 福 祉 の ま ち づ く り に つ い て

２．都における福祉のまちづくりの現状

基 本 的 視 点 主 な 施 策

（３）計画事業

○ 災害時要援護者の避難体制整備、帰宅困難者対策等
○ 日常生活の中で起こりうる事故防止対策の推進Ⅳ 災害時・緊急時の備えなど

安全・安心のまちづくり

Ⅲ 様々な障害特性や外国人等にも
配慮した情報バリアフリーの充実

○ 障害特性に応じた多様な手段での情報提供体制の整備
○ 外国人等にも配慮したまちなかでの案内情報の充実
○ 都の各種ホームページによる情報提供の内容充実

○ 都営住宅等公共住宅の整備に伴うＢＦ化の推進
○ 高齢者、子育て世帯等に配慮した民間住宅の整備促進

Ⅱ 地域での自立した生活の基盤と
なるバリアフリー住宅の整備

Ⅰ 円滑な移動、施設利用のための
バリアフリー化の推進

○ 鉄道駅におけるエレベーター・ホームドア等の整備
○ だれにも乗り降りしやすいノンステップバスの導入
○ 民間建築物、都立施設の改修等に伴うＢＦ化の推進
○ 歩道、信号機、公園、河川等におけるＢＦ化の推進
○ 都及び区市町村が行う面的なＢＦ整備の推進 等

○ 施設・設備の適正利用、店舗等における接遇、障害者
の理解促進等に向けた普及啓発の充実

○ 思いやりの心を醸成するﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ教育の推進
○ 障害者、高齢者等の社会参加への支援 等

・オリンピック・パラリンピック競技会場の整備
・手話のできる都民育成事業
・「外国語おもてなし語学ボランティア」育成事業 等

＜事業数＞
１０２事業

＜新たに計画に位置付けた事業＞

（１）位置付け

福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる計画

（計画期間 平成２６年度～３０年度）

１．福祉のまちづくり推進計画 （平成26年度改定）

（２）計画の目指すべき方向

○ すべての人が安全、安心、快適に暮らし、訪れることができる、UDを基本とした福祉のまちづくりを進める
○ ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ大会開催を見据え、UD先進都市東京の実現に向け、一層の施策の充実に努める

○ 公共交通のバリアフリー化の進捗状況（平成24年度末現在）
○ 福祉のまちづくりに関する都民の意識

（平成23年度「東京都福祉保健基礎調査」より）
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全国の整備率
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（2,829/3,457駅）

（210/755駅）

（2,561/3,236駅）

※鉄道駅の全国の整備率は、1日当たりの平均利用者数が3千人以上の駅のみ

＜鉄道駅のBF化＞

※調査データなし
＜外出時に困っている人を見かけたときの行動＞

＜まちの中での情報提供について＞
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（４）策定までの検討状況等

◆ 第９期東京都福祉のまちづくり推進協議会による意見具申
「計画改定の基本的考え方」（７月８日）

◆ 意見具申で示された課題、現計画の中間評価を踏まえた、庁内での計画事業の選定（７月～１１月）
※福祉のまちづくり推進本部幹事会の下に設置の 「計画策定検討委員会」 で検討

◆ 改定『東京都福祉のまちづくり推進計画』の公表・周知（４月１８日）
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ノンステップバス

の導入

＜車両のBF化＞

（4,583/5,524両）

（18,672/45,495両）

● 都民意識（世論調査結果）

施設・設備のバリアフリー化は進んだが（6割）、

適正利用や思いやりの心の醸成に課題

＜問題事例＞
・ 障害者等用駐車区画の健常者利用
・ 誘導ブロック上の放置自転車
・ 看板・商品等の歩道上へのはみ出し
・ エスカレーターでの歩行
・ 多機能トイレへの利用者の集中

・ ＥＶの障害者等の優先利用が守られていない

【心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化】

【小規模建築物（店舗）等を含む既存建築物の整備】

・敷地や建築物の構造上の制約や、福祉のまちづくり条例の整備基準等への
適合が努力義務にとどまることから、既存建築物の整備は進みにくい

・小規模建築物の場合、整備基準を満たしても店舗内部に問題が発生する
ことがある
※ 小規模建築物（店舗）等の構造等の問題（例）
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・ 出入口や店舗内部の段差

・ テーブル席なし（固定イスのみ）

⇒実質的に、車いす使用者が利用できない

管理者の適切な介助など、入店拒否をしな

い接遇が重要

施設・設備のバリアフリー

化は進んだが、それらが適

正に利用されていない
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Ⅴ 心のバリアフリーに向けた普及啓発
の強化と社会参加への支援

資料１０






